
四日市市告示第６１５号 

 四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱を

次のように定める。 

  令和６年１０月１６日 

                       四日市市長 森 智広 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要

綱 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１９年四日市市告

示第１３６号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（対象講座） （対象講座） 

第２条 給付金の対象となる講座（以下

「対象講座」という。）は、次の各号に

掲げる講座とする。 

(1) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）及び雇用保険法施行規則（昭和

５０年労働省令第３号）の規定による

一般教育訓練に係る教育訓練給付金

（以下「一般教育訓練給付金」とい

う。）の指定教育訓練講座及びこれに

準ずると四日市市社会福祉事務所長

（以下「所長」という。）が指定する

講座 

(2) （略）  

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規

則の規定による専門実践教育訓練に

係る教育訓練給付金（以下「専門実践

教育訓練給付金」という。）の指定教

第２条 給付金の対象となる講座（以下

「対象講座」という。）は、次の各号に

掲げる講座とする。 

(1) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）及び雇用保険法施行規則（昭和

５０年労働省令第３号）の規定による

一般教育訓練に係る教育訓練給付金

（以下「一般教育訓練給付金」とい

う。）の指定教育訓練講座及びこれに

準ずると四日市市社会福祉事務所長

（以下、「所長」という。）が指定す

る講座 

(2) （略）  

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規

則の規定による専門実践教育訓練に

係る教育訓練給付金（以下「専門実践

教育訓練給付金」という。）の指定教



育訓練講座（ただし、専門資格の取得

を目的とする講座に限る。）及びこれ

に準ずると所長が指定する講座（以下

「指定教育訓練」という。） 

 

（支給対象者） 

第３条 給付金の支給対象者（以下「支給

対象者」という。）は、次の全ての要件

を満たす市内に住所を有する母子家庭

の母又は父子家庭の父（法第６条第１項

又は第２項に規定する配偶者のない者

で現に２０歳に満たない児童を扶養し

ているものをいう。）とする。 

 

(1) 母子・父子自立支援プログラム策定

事業の実施について（平成２６年９月

３０日雇児発０９３０第４号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知）に

基づく母子・父子自立支援プログラム

等の自立に向けた支援を受けている

こと。 

(2)及び(3) （略） 

 

（支給額） 

第４条 給付金の支給額は、次の各号に掲

げる支給対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

(1) 対象講座受講開始現在において一

般教育訓練給付金又は特定一般教育

訓練給付金を受給できない支給対象

者 当該支給対象者が対象教育訓練

の受講のために支払った費用（入学料

育訓練講座（ただし、専門資格の取得

を目的とする講座に限る。）及びこれ

に準ずると所長が指定する講座 

 

 

（支給対象者） 

第３条 給付金の支給対象者（以下「支給

対象者」という。）は、次の全ての要件

を満たす市内に住所を有する母子家庭

の母又は父子家庭の父（法第６条第１項

又は第２項に規定する配偶者のない者

で現に２０歳に満たない児童を扶養し

ているものをいう。）であって、対象講

座の受講を修了したものとする。 

(1) 児童扶養手当の支給を受けている 

こと又は同等の所得水準にあること。 

ただし、児童扶養手当施行令（昭和３  

６年政令第４０５号）第６条の７の規 

定は適用しない。 

 

 

(2)及び(3) （略） 

 

（支給額） 

第４条 給付金の支給額は、次の各号に掲

げる支給対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

(1) 対象講座受講開始現在において一

般教育訓練給付金又は特定一般教育

訓練給付金を受給できない支給対象

者 当該支給対象者が対象教育訓練

の受講のために支払った費用（入学料



及び受講料に限る。）の額に１００分

の６０を乗じて得た額（その額が２０

万円を超える場合は、２０万円とし、

１２千円を超えない場合は給付金の

支給は行わないものとする。） 

(2) 対象講座受講開始現在において専

門実践教育訓練給付金を受給できな

い支給対象者（指定教育訓練を受講す

る者をいう。ただし、次号に掲げる者

を除く。） 当該支給対象者が対象教

育訓練の受講のために支払った費用

（入学料及び受講料に限る。）の額に

１００分の６０を乗じて得た額（その

額が修学年数に４０万円を乗じて得

た額を超える場合は、修学年数に４０

万円を乗じて得た額とし（この場合１

６０万円を超えるときは１６０万円

とする。）、１２千円を超えない場合

は給付金の支給は行わないものとす

る。） 

 

 

 

 

 (3) 対象講座受講開始現在において専

門実践教育訓練給付金を受給できな

い支給対象者（指定教育訓練を受講す

る者。ただし、当該教育訓練を修了し

た日の翌日から起算して１年以内に

当該教育訓練に係る資格を取得した

者であって、当該教育訓練を修了した

日の翌日から起算して１年以内に就

及び授業料に限る。）の額に１００分

の６０を乗じて得た額（その額が２０

万円を超える場合は、２０万円とし、

１２千円を超えない場合は給付金の

支給は行わないものとする。） 

(2) 対象講座受講開始現在において専

門実践教育訓練給付金を受給できな

い支給対象者 当該支給対象者が対

象教育訓練の受講のために支払った

費用（入学料及び授業料に限る。）の

額に１００分の６０を乗じて得た額

（その額が修学年数に４０万円を乗

じて得た額を超える場合は、修学年数

に４０万円を乗じて得た額とし（この

場合１６０万円を超えるときは１６

０万円とする。）、１２千円を超えな

い場合は給付金の支給は行わないも

のとする。） 

ただし、令和４年４月１日より前に

終了した当該教育訓練に係る訓練給

付金についてはなお従前の例による

こととし、４０万円を２０万円に、１

６０万円を８０万円に読み替えて支

給するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



職等した（当該教育訓練修了時点で就

職している場合を含む。）者に限る。） 

当該支給対象者が対象教育訓練の受

講のために支払った費用（入学料及び

受講料に限る。）の額に１００分の８

５を乗じて得た額（その額が修学年数

に６０万円を乗じて得た額を超える

ときは、修学年数に６０万円を乗じて

得た額とし（この場合２４０万円を超

えるときは２４０万円とする。）、１

２千円を超えない場合は給付金の支

給は行わないものとする。） 

(4) 対象講座受講開始日現在において

一般教育訓練給金、特定一般教育訓練

給付金又は専門実践教育訓練給付金

を受給できる支給対象者 前３号に

定める額から雇用保険法第６０条の

２第４項の規定により当該支給対象

者が受給した一般教育訓練給付金、特

定一般教育訓練給付金又は専門実践

教育訓練給付金の額を差し引いた額

（その額が１２千円を超えない場合

は給付金の支給は行わないものとす

る。）  

 

（対象講座指定の申請） 

第６条（略） 

２ 前項の指定を受けようとする者（以下

「指定申請者」という。）は、四日市市

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事

業対象講座指定申請書（第１号様式。以

下「講座指定申請書」という。）に次の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 対象講座受講開始日現在において

一般教育訓練給金、特定一般教育訓練

給付金又は専門実践教育訓練給付金

を受給できる支給対象者 前２号に

定める額から雇用保険法第６０条の

２第４項の規定により当該支給対象

者受給した一般教育訓練給付金、特定

一般教育訓練給付金又は専門実践教

育訓練給付金の額を差し引いた額（そ

の額が１２千円を超えない場合は給

付金の支給は行わないものとする。）  

 

 

（対象講座指定の申請） 

第６条（略） 

２ 前項の指定を受けようとする者（以下

「指定申請者」という。）は、四日市市

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事

業対象講座指定申請書（第１号様式。以

下「講座指定申請書」という。）に次の



各号に掲げる書類を添付して所長に提

出しなければならない。ただし、所長が

その保有する帳簿その他の資料によっ

て確認することを支給申請者が認める

場合は、添付書類の提出を省略すること

ができる。 

(1) 指定申請者及びその児童の戸籍謄

本又は抄本及び世帯全員の住民票の

写し 

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写

し等の自立に向けた支援を受けてい

ることを証する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

各号に掲げる書類を添付して所長に提

出しなければならない。ただし、所長が

その保有する帳簿その他の資料によっ

て確認することを支給申請者が認める

場合は、添付書類の提出を省略すること

ができる。 

(1) 指定申請者及びその児童の戸籍謄

本又は抄本及び世帯全員の住民票の

写し 

(2) 指定申請者に係る児童扶養手当証

書の写し（児童扶養手当を現に受給し

ている者に限る。ただし、８月から１

０月までの間に申請する場合を除く。

第９条第１項第２号において同じ。）

又は申請者の前年（１月から７月まで

の間に申請する場合には、前々年。第

９条第１項第２号において同じ。）の

所得の額並びに扶養親族等の有無及

び数並びに所得税法に規定する７０

歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親

族及び特定扶養親族の有無及び数に

ついての市町村長（特別区の区長を含

む。以下同じ。）の証明書（所得税法

（昭和４０年法律第３３号）に規定す

る控除対象扶養家族（１９歳未満の者

に限る。）がある者にあっては、当該

控除対象扶養親族の数を明らかにす

ることができる書類及び当該控除対

象扶養親族の前年の所得の額につい

ての市町村長の証明書を含む。第９条

第１項第２号において同じ。） 

(3) 令和３年７月以前分の申請に際し



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て指定申請者が、健康保険法施行令等

の一部を改正する政令（令和２年政令

第３８１号）による改正前の母子及び

父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３

９年政令第２２４号）において寡婦控

除又は寡夫控除のみなし適用対象者

（平成２９年所得から令和元年所得

において、地方税法第２３条第１項第

１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫

と離婚した後婚姻をしていない者又

は夫の生死の明らかでない者で政令

で定めるもの」とあるのを「婚姻によ

らないで母となった女子であつて、現

に婚姻していないもの」と読み替えた

場合において同号イに該当する所得

割（同項第２号に規定する所得割をい

う。）の納税義務者（同項第１３号に

規定する合計所得金額が１２５万円

を超える者に限る。）及び同項第１２

号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚

した後婚姻をしていない者又は妻の

生死の明らかでない者で政令で定め

るもの」とあるのを「婚姻によらない

で父となった男子であつて、現に婚姻

をしていないもの」と読み替えた場合

において同号に該当する所得割の納

税義務者であり、同法第３４条第１項

第８号に規定する控除を受ける者を

いう。）であったときは、当該対象者

の子の戸籍謄本及び当該対象者と生

計を一にする子の前年の所得（１月か

ら７月までの間に申請する場合には、



 

 

 

 

 

（給付金の支給申請） 

第９条 対象講座の指定を受けて給付 

金の支給を申請しようとする者（以下 

「支給申請者」という。）は、対象講座

を修了した後に、四日市市母子家庭等自

立支援教育訓練給付金事業支給申請書

（第４号様式。以下「支給申請書」とい

う。）に次の書類を添付して所長に提出

しなければならない。ただし、公簿等に

よって確認することができる場合で、所

長が特に必要がないと認める場合は、添

付書類の提出を省略することができる。 

(1) （略） 

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写

し等の自立に向けた支援を受けてい

ることを証する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

前々年の所得。第９条第１項第３号に

おいて同じ。）の額を証明する書類等、

当該事実を明らかにすることができ

る書類 

 

（給付金の支給申請） 

第９条 対象講座の指定を受けて給付 

金の支給を申請しようとする者（以下 

「支給申請者」という。）は、対象講座

を修了した後に、四日市市母子家庭等自 

立支援教育訓練給付金事業支給申請書 

（第４号様式。以下「支給申請書」とい  

う。）に次の書類を添付して所長に提出 

しなければならない。ただし、公簿等に 

よって確認することができる場合で、所  

長が特に必要がないと認める場合は、添  

付書類の提出を省略することができる。 

(1) （略） 

(2) 支給申請者に係る児童扶養手当証

書の写し又は支給申請者の前年の所

得の額並びに扶養親族等の有無及び

数並びに所得税法に規定する７０歳

以上の同一生計配偶者、老人扶養親族

及び特定扶養親族の有無及び数につ

いての市町村長の証明書（ただし、証

明すべき対象となる所得が対象講座

を指定した年と同年である場合は、

（所得の更正決定があった場合を除

く。）添付を省略することができる。） 

(3) 令和３年７月以前分の申請に際し

て支給申請者が、健康保険法施行令等

の一部を改正する政令（令和２年政令



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

(3)（略） 

(4)（略）  

(5)（略） 

２及び３（略） 

４ 第１項から第３項までの規定にかか

わらず、第４条第１項第２号に係る支給

対象者のうち、支給単位期間（雇用保険

法施行規則第１０１条の２の１２第４

に規定する支給単位期間をいう。）ごと

の支給を希望する者は、第１項第３号に

規定する証明書に替えて、雇用保険法施

行規則第１０１条の２の４に規定する

受講証明書を提出しなければならない。

この場合において、支給の申請は、やむ

を得ない事由がある場合を除き、支給単

位期間の終了日から起算して３０日以

内に行わなければならない。 

 

（給付金の追加支給申請） 

第１０条 給付金の追加支給を受けよう

とする支給申請者は、四日市市母子家庭

等自立支援教育訓練給付金事業追加支

第３８１号）による改正前の母子及び

父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３

９年政令第２２４号）において寡婦控

除又は寡夫控除のみなし適用対象者

であったときは、当該対象者の子の戸

籍謄本及び当該対象者と生計を一に

する子の前年の所得の額を証明する

書類等、当該事実を明らかにすること

ができる書類 

(4) 対象講座指定通知書の写し 

(5)（略） 

(6)（略）  

(7)（略）  

２及び３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



給申請書（第５号様式。以下「追加支給

申請書」という。）に次の書類を添付し

て所長に提出しなければならない。ただ

し、公簿等によって確認することができ

る場合で、所長が特に必要がないと認め

る場合は、添付書類の提出を省略するこ

とができる。 

(1) 支給申請者及びその児童の戸籍謄

本又は抄本及び世帯全員の住民票の

写し 

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写

し等の自立に向けた支援を受けてい

ることを証する書類 

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の

修了認定基準に基づいて、受講者の

教育訓練の修了を認定する対象講座

修了証明書 

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が 

支払った教育訓練経費について発行

した領収書 

(5) 専門実践教育訓練給付金が支給さ 

れている場合は、その額を証明する 

書類 

(6) 支給申請者が取得した資格を証明 

する書類 

２ 前項の申請は、当該教育訓練に係 

る資格を取得し、受講修了日の翌日か 

ら起算して１年以内に就職等した日か

ら３０日以内に行わなければならない。

ただし、やむを得ない事由がある場合に

はこの限りではない。 

３ 前項の規定にかかわらず、専門実践教

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



育訓練給付金の支給を受けることがで

きる申請者は、専門実践教育訓練給付金

の支給額が確定した日から起算して３

０日以内に第１項に係る申請を行わな

ければならない。ただし、やむを得ない

事由がある場合にはこの限りではない。 

 

（給付金の支給決定） 

第１１条 所長は、第９条及び前条の規定

に基づく支給申請書又は追加支給申請

書を受理したときは、受給要件、対象講

座の受講状況及び教育訓練経費を確認

のうえ支給を決定し、四日市市母子家庭

等自立支援教育訓練給付金支給決定通

知書（第６号様式）により申請者に通知

するとともに、速やかに給付金を支給す

るものとする。 

２ 前項の規定により支給の決定を受け

た者は、請求書（第７号様式）を市長に

提出しなければならない。 

 

（給付金の返還） 

第１２条（略) 

 

 

 

 

 

 

 

（給付金の支給決定） 

第１０条 所長は、前条の規定に基づく支

給申請書を受理したときは、受給要件、

対象講座の受講状況及び教育訓練経費

を確認のうえ支給を決定し、四日市市母

子家庭等自立支援教育訓練給付金支給

決定通知書（第５号様式）により申請者

に通知するとともに、速やかに給付金を

支給するものとする。 

 

２ 前項の規定により支給の決定を受け

た者は、請求書（第６号様式）を市長に

提出しなければならない。 

 

（給付金の返還） 

第１１条（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書 

 

年  月  日 

四日市市社会福祉事務所長        

申請者             

 

下記の教育訓練を受講したいので、自立支援教育訓練給付の対象講座の指定を申請します。 

フリガナ  

生年

月日 

年   月   日 

氏 名 

 

 

 

     

（    歳） 

住 所 

（〒   －    ） 電話 

（   ）  

教育訓練施設の名称  

教育訓練講座の名称 
 

教育訓練の期間 年  月  日 ～   年  月  日 

（受講開始予定日） 

所要費用（予定） 入学料     円、受講料     円、合計額      円 

公共職業安定所の教育

訓練給付金受給資格の

有無 

受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格が 

ある ・ ない 

過去の給付の有無 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことが  ある ・ ない 

 自立支援教育訓練給付金事業における対象講座の指定事務に当たり、四日市市社会福祉事務所

長が市の保有する私に関する個人情報（          ）を利用することに同意します。 

年  月  日  

     住所                   氏名           

 

 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 様                               

 

 

四日市市社会福祉事務所長         印   

 

さきに提出のありました四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申

請書に基づき審査したところ、下記のとおり指定しましたので通知します。 

 

フ リ ガ ナ  

生年月日 

年  月  日 

氏 名 
 

    （   歳） 

住 所 
（〒   －    ） 電話 

 

教育訓練施設の名称  

教育訓練講座の名称 
 

教育訓練の期間   年  月  日  ～  年  月  日 

（受講開始日） 

所要費用（予定） 入学料     円、受講料     円、合計額      円 

支給方法  

補足事項 

（上記教育訓練講座が指定教育訓練である場合の補足） 

上記教育訓練に係る資格を取得し、上記教育訓練を修了した日の翌日

から起算して１年以内に一定の職業に就いた場合に追加支給するこ

ととしているが、当該職業は、上記教育訓練に係る資格を有すること

を必要とする職業に限る。 

 

  



第４号様式から第７号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第９条関係） 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業支給申請書 

 

年  月  日 

四日市市社会福祉事務所長  

申請者             

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給を受けたいので下記により申請しま

す。 

フリガナ  

生 年 

月 日 

年  月  日 

氏 名 

 

 

 

     （   歳） 

住 所 
（〒   －    ） 電話 

（   ）  

教育訓練施設の名称  

教育訓練講座の名称  

教育訓練の期間 
年  月  日  ～     年    月  日 

（受講開始日） 

所要費用 入学料     円、受講料     円、合計額      円 

雇用保険法による教育訓

練給付額 
円 

希望する支払金融機関 

金融機関名 口座の種類  普通・当座・その他 

支店名 口座番号 

口座名義（フリガナ） 

□ 公金受取口座を利用します。 

 自立支援教育訓練給付金事業における給付金の決定事務に当たり、四日市市社会福祉事務所長が市

の保有する私に関する個人情報（             ）を利用することに同意します。 

年  月  日 

     住所                 氏名             

 
  

 

 



第５号様式（第１０条関係） 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業追加支給申請書 

年  月  日 

 

四日市市社会福祉事務所長                         

 

申請者              

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金の追加支給を受けたいので下記により申請し

ます。 

フ リ ガ ナ  

生年月日 

年  月  日 

氏 名 
 

    （   歳） 

住 所 
（〒   －    ） 電話 

 

教育訓練施設の名称  

教育訓練講座の名称  

教育訓練の期間   年  月  日  ～  年  月  日 

（受講開始日）       （受講修了日） 

資格取得年月日   年  月  日  取得資格名称  

就職等年月日   年  月  日  就職先等名称  

雇用者の証明 

（※別途証明可） 

上記申請者は、当事業所において雇用していることを証明する。 

                    年  月  日 

       （雇用者） 住所 

             名称 

             代表者 

所要費用 入学料     円、受講料     円、合計額      円 

雇用保険法による教

育訓練給付金受給額 
 

四日市市母子家庭

等自立支援教育訓

練給付金受給額 

 

 自立支援教育訓練給付金事業における給付金の追加決定事務に当たり、四日市市社会福祉事務所長

が市の保有する私に関する個人情報（             ）を利用することに同意します。 

年  月  日 

                住所                 氏名    

補足）振込口座については、原則として、すでに登録済みの口座とします。  



第６号様式（第１１条関係） 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書 

 

第  号 

   年  月  日 

 様 

 

四日市市社会福祉事務所長 印 

 

下記のとおり支給額を決定しましたので通知します。 

フ リ ガ ナ  
生 年 

月 日 

 年  月  日 

氏  名       （   歳） 

住  所 

（〒   －     ） 電話 

  

教育訓練施設の名称  

教育訓練講座の名称  

教育訓練の期間 
  年  月  日  ～     年  月  日 

（受講開始日） 

支給対象経費 入学料     円、受講料    円、合計額     円 

支給決定額                      円 

振込口座 
    銀行    支店     本店 

    （普） 

振込予定日           年  月  日 

  

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１２条関係） 

 

請 求 書 

（母子家庭等自立支援教育訓練給付金） 

 

 

年   月   日 

 

四日市市長 

 

 

 四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第１２条第２項により、次の

金額を請求します。 

 

 

 

請求金額                    円 

 

 

 

 住所                   

 

氏名                   

※署名または記名押印 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、令和６年８月３０日から適用する。  

（こども未来部こども家庭課） 


